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新庁舎建設に関する特別委員会会議録 

 

平成２８年５月１６日 月曜日 

  午後１時３３分開議 

  午後３時１３分閉議（実時間８７分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．新庁舎の機能、規模、予算など新庁舎建設

に関する諸問題の調査 

（新庁舎の方式について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  前 垣 信 三 君 

副委員長  幸 村 香代子 君 

委  員  亀 田 英 雄 君 

委  員  友 枝 和 明 君 

委  員  成 松 由紀夫 君 

委  員  野 﨑 伸 也 君 

委  員  橋 本 幸 一 君 

委  員  橋 本 隆 一 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

委  員  村 上 光 則 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

委  員  矢 本 善 彦 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 財務部 

  新庁舎建設課長   谷 脇 信 博 君 
 
  新庁舎建設課 
            辻   雅 彦 君 
  新庁舎建設係参事 

                              

○記録担当書記     岩 﨑 和 平 君 

            松 本 和 美 君 

 

（午後１時３３分 開会） 

○委員長（前垣信三君） こんにちは。（｢こ

んにちは」と呼ぶ者あり）午前中の全員協議会

に続きまして、委員各位には大変お疲れのとこ

ろでございますが、定刻となり、定足数に達し

ておりますので、ただいまから新庁舎建設に関

する特別委員会を開会いたします。 

                              

◎新庁舎の機能、規模、予算など新庁舎建設に

関する諸問題の調査 

（新庁舎の方式について） 

○委員長（前垣信三君） それでは、特定事件

であります新庁舎の機能、規模、予算など新庁

舎建設に関する諸問題の調査を議題とし、調査

を進めます。 

 本日の議題に入ります前に、新庁舎建設に関

して、執行部より発言の申し出があっておりま

すので、これを許します。 

 谷脇新庁舎建設課長。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） 新庁舎建設

課の谷脇です。よろしくお願いいたします。 

 これまでかなり、きょうが１１回目というこ

とで、１０回にわたります特別委員会での審議

を行っていただいたんですが、最初のほうに出

しました基本構想につきまして、まだその審議

がしっかり終わっていないと。基本構想自体、

３部、４部構成でずっと確認してまいりたかっ

たのですが、後半のほうの職員数から始まりま

して、庁舎の規模、それと金額あたりで、ずっ

とその論議を繰り返しておりますことから、よ

ろしければ新庁舎建設の基本構想について、頭

のほうから一通り確認をいただきたいというこ

とでお願いしたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○委員長（前垣信三君） 皆様方のお手元に新

庁舎建設に関する特別委員会開催予定（案）と
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いうのがあると思いますので、御確認をいただ

きたいと思います。 

 今、執行部のほうから、この委員会でるる審

議をされている中で、ここの皆さん方のお手元

にあります項目について、いつの時点で、どの

方向、どの位置まで審議がなされたのかという

確認をしたいということでございますので、こ

れを皆さん方にお諮りをいたしたいと思いま

す。 

 まず、現庁舎の課題といたしましては、まず

１番目に、本庁舎の概要について、建物老朽化

等の状況、３番目の現庁舎の課題について、皆

さん方の中で説明を受けて、既にこのことにつ

いては了解を得ているという確認でよろしいん

ですか。執行部、それでよろしいんですか。 

 谷脇課長。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） はい。それ

でよろしければ、お願いしたいと思います。 

○委員長（前垣信三君） それでは、１番の現

庁舎の課題について、先ほど申し上げました内

容の３つの項目について、皆さん方の御認識を

確認をいたしたいと思います。何月何日、何時

何分よりと書いてありますが、この時間につい

てはきょうでいいんですか。それとも、確認を

した時間を書けということですか。（｢きょう

で」と呼ぶ者あり）きょうでいいんですか。は

い。きょうでいいということだもんですから、

皆さん方の確認をいたしたいと思います。 

 この現庁舎の課題の１、２、３については、

説明を受けていると、そういう内容であるとい

う認識でよろしいでしょうか。御意見がありま

したら、発言をしていただきたいと思います

が、よろしいですか。（｢なし」と呼ぶ者あ

り） 

 それでは、１番については……。 

○委員（野﨑伸也君） はい。今、確認をして

くれという話なんですが、確認をする、いいで

すよって話をしたときに、基本構想がこれで通

っていくって話なんでしょう。委員長。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） はい。こち

らのほうで了解をいただいたところで、それを

もとに、また下のほうに、先ほど、お手元にあ

りますペーパーに書いてありますとおり、パブ

リックコメントをいたしまして、そして市民検

討委員会にもう一遍諮りまして、その上で、ま

たこちらに持ち帰ることになります。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。

ということであればですね、まず１番目の現庁

舎の課題というところ、資料をいただいており

ますけど、最後のほうのページにですね、庁舎

の分散化による利便性や業務効率低下というよ

うな文言がありますけれども、こういったとこ

ろもきちっと見ていかないといけないんじゃな

いかなと。 

 この委員会の中でずっとやってきたのは、分

散なのか集中型なのかっていうのをですね、議

論をずっとしてきたんですけれども、そういっ

た関係からいけば、こういうところもこのまま

でいいのかなっていうふうなちょっと疑問が残

りますんで。そのまま単純に、じゃあ、いいで

すよっていうふうには私は言えないと、今のと

ころではですね、というふうに私は思います。 

○委員長（前垣信三君） ほかに御意見ござい

ませんか。 

 はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 全く一緒です。ちょっ

と見逃しとった分がありまして、もう一遍見て

みたいなという気がいたします。 

○委員長（前垣信三君） ほかにはございませ

んか。 

○委員（山本幸廣君） 今、谷脇君から説明が

あったんですけども、開催予定（案）の中で説

明が終わりました。回数は、１、２、３、５の

中で、庁舎基本構想までまとめの案までです

ね、確認を、日時の確認ということで、きょう

でということで、突然このような開催予定の
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（案）が出てまいりましたので、委員長、よけ

ればですね、聞きおく程度にして、私は、今回

については、これには納得がいきませんので、

また自分なりにその確認をしたいと思いますの

で、よろしかれば、これには、内容について

は、新庁舎の課題については、もう少し時間を

いただけないかなと思います。 

○委員（橋本幸一君） 段階的に、まずはこの

基本構想というのを踏んでいかなければ、いろ

んな、先ほど野﨑委員も言いましたように、分

散、集中方式というのにも踏み込めないとい

う、そこが部分があるから、私はやっぱり、委

員長が最初言われた、スピード感を持ってこれ

は進めんといかんという、特にやっぱり今の状

況の中では、という中で、基本構想ちゅうの

は、一つの１番の問題は、面積ですね、延べ面

積。その部分が非常に分散、集中っていうこと

が、今、議論の的になっとるわけですが、考え

ようによってはですね、結局、本庁方式ってい

うのを、床面積で言えば、次のやっぱり基本設

計の中でこれはもんでもいいと私は理解してお

ります。 

 ほかの自治体も、基本的には本庁方式として

も、床面積は何平米にするかっていうことで、

大まかな面積で基本構想は立てられておるわけ

ですね。それから意味すれば、先ほどの野﨑委

員の問題も次の段階でこれはもめると、私はそ

ういう気がしています。 

 委員長の見解はどうでしょう。 

○委員長（前垣信三君） はい。執行部、特に

谷脇課長とも事前に打ち合わせを行いました。

で、基本構想を完成させないことには、基本設

計、実施設計に進まれないと。で、その基本構

想の中で、こういった経過で、これをクリアし

ないと基本構想が作成できないということなも

んですから、形としましては、正直言いまし

て、もう３あたりまで進んどるのかなという気

はします。ただ、進み方としては、この１番、

２番、３番、４番という進み方をした上で、そ

の上で基本構想をまとめたいと。基本構想がま

とまった上で基本設計の話に移りたいというこ

とでありますので、今回はですね、これは委員

長の判断ですが、この、例えば１番の本庁舎の

概要については、当然、皆さん方御承知なさっ

ている部分、それと、建物老朽化等の状況につ

いても、Ｉｓ値を示されて説明を受けた。私た

ちは受けております。そして、現庁舎の課題に

ついても、何がしかの説明は受けております

し、それについてはですね、あえてどうこうい

うことではないのかなと私は思います。ただ、

あくまで皆さん方の意見を集約せないかん立場

ですけれども。 

 今、橋本委員がおっしゃったみたいに、なる

べく審議を早急に進めて、早い時期の新庁舎建

設に私たちは方向性を持っていかなければなら

ないと思っておりますので、ですから、今回は

ですね、細かいことは抜きにしても、まず、こ

の基本構想の中の進みぐあいの確認をしたいと

いう執行部の発言でもありますので、そのあた

りを含めて、皆さん方の御意見をいただきたい

と思います。 

 はい、橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） ありがとうございま

す。全く同じ意見かと思います。ほかの自治体

のですね、基本構想を見てみても、結局、分散

型にしても、本庁方式っていううたっとる以

上、それも含めたところの、基本構想の中に

は、延べ面積でうたってるわけですから、これ

もアバウトにある程度決められてっていう状況

の中考えれば、もう今、私達の議論は、ある意

味では基本設計の段階まで、たまに議論の域

に、今、入ってるっていう。そういう段階もあ

るわけですから、私は基本構想は今の段階で了

解して、今の集中、分散っていうのは、基本設

計の中でこれは議論すれば、当然できることで

すから、私は、今、委員長の言われたとおり進
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めていただきたいと思います。（｢異議なし」

と呼ぶ者あり） 

○委員（野﨑伸也君） はい。基本構想ってい

うのが、そういった類いのものっていうとは理

解しとっとですけれども、先ほど言いましたの

は、この７ページの庁舎の分散化による利便性

や業務効率の低下っていう文言が、今後、それ

が基本設計の段階になって変えていいんですよ

っていう話にはならぬと思うとですよ。矛盾す

ることになると私は言ってるんですよ。自分た

ちが目指す方向性として、基本構想なんですか

ら、ここにこういう文言があって、じゃあ例え

ばですよ、分散や、今のやってる集中型ってい

うふうに行くんだったらいいんですけれども、

それと違う方向で行った場合には、これは、だ

って、相反することに文言がなってしまいます

よ。それでいいんですかっていう話を私は問う

てる。 

○委員長（前垣信三君） ほかに御意見ござい

ませんか。 

○委員（亀田英雄君） はい。同じ話なんです

が、今まで庁舎建設を認めてきたという意見の

根拠になったとが、基金ば認めてきたと。議会

で基金を認められたから庁舎建設の根拠になっ

てるんですよという執行部の説明が今まであっ

たかと思います。 

 そこで言質をとられたっちゅう話じゃなかっ

ですが、これをこれで認めてしまうと、分散型

を否定する――、提案した分散型を否定すると

いうふうに捉えらるっとちょっと心外だなとい

うふうに考えるんですよね。という意見です。 

○委員長（前垣信三君） ほかにございません

か。 

○委員（成松由紀夫君） そこはそういうふう

に、――７ページというのは、イの一番の７ペ

ージですか。（委員野﨑伸也君「この上から２

番目、７ページの。分散化による利便性や業務

効率の低下っていう」と呼ぶ）っていうところ

のですね、文言には、そういう意見があれば含

みを持っていいんじゃないんですかね。 

 さっきから言われるとおり、ここが非常に分

散化を主張されてる議員さん方からすると、ち

ょっと自己矛盾に陥るのでっていうお話であれ

ば、じゃあこの文言のところを修正なりなんな

りして、そして、基本構想は基本構想としてで

すね、もう進めて、そして、次の土俵に上がっ

ていかないと、困っているのは市民ですから、

今、この現状。なんで、委員長が先ほど見解示

されてたとおりでよろしいと思いますので、分

散型を主張されてる議員さん方の気になる点は

少し削除され、――削除ちゅうか、修正なりな

んなりでちょっと手加えられて、で、次の土俵

に上がられたらいいと思います。 

 以上です。 

○委員長（前垣信三君） ほかにございません

か。 

 委員長から申し上げます。１番の現庁舎の課

題について、１番の本庁舎の概要について、ま

だ説明が不十分だと思われる方はいらっしゃい

ますか。いらっしゃらないですね。 

 ２番目の建物老朽化等の状況について、まだ

説明が不十分だと思われる委員さん、ございま

すか。ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前垣信三君） 現庁舎の課題につい

て、今、指摘がありましたこの６ページの耐震

性が低い、当然、これは老朽化等の状況で説明

を受けておりますので、当然そうだと思いま

す。建物・設備の老朽化も同じですね。バリア

フリーへの対応、低い利便性、このあたりをど

う捉えられるかだけの話だと思いますが、考え

方としては、バリアフリーへの対応は低いのか

なという気はします。これにもし異論があると

すれば、このあたりを訂正せないかんのです

が。 

 それと、設備が、狭隘って読むのかな。
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（｢うん」と呼ぶ者あり）で、利便性に欠ける

など、十分なサービス提供が困難というのが、

現庁舎の課題ではないよとおっしゃればここも

変えないかぬのですが。間違いなくこのあたり

を含んで、現庁舎の課題としては、今、この６

ページにあるような内容ではないのかなと思い

ます。ですから――、（｢その件については」

と呼ぶ者あり）ちょっと待ってね。ですから、

このあたりぐらいまでを１番として皆さん方の

認識をいただかんと、先に進めないんです。 

 で、基本的にはこの５番までが皆さん方の了

解をとれないと、基本構想の完成ができないと

いう執行部の提案でありますので、そのあたり

を含んで皆さん方に御審議をいただきたい。 

 正直言いますと、ここの回数の３と書いてあ

るところの新庁舎建設の方針ですとか、理念と

か方向性あたりで、現在、いろんな審議がなさ

れているのかなと思いますので、基本的には２

番の庁舎設備に係る検討経緯ですとか、新庁舎

建設の必要性あたりは、皆さん、恐らく共有の

認識ではなかろうかなと思うんですね。 

 ですから、一つ一つクリアをしていきなが

ら、なるべく新庁舎建設が早い時期に取りかか

るような方向でこの特別委員会を進めていきた

いと思いますので、まず、そのあたりの御了解

をいただきたい。もし御異論があれば伺いたい

と思います。 

○委員（山本幸廣君） 委員長のお気持ちはわ

かります。御理解をいたしますが、なぜ今の時

期にこれを出したんかということですよ。なぜ

なんですか、執行部。その理由を聞かせてくだ

さい。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） はい。今現

在、この議論につきましては、今やっと、委員

長のほうのかじ取りで一つ一つが、これには説

明を受けてますよねという形でとっていただき

ました。そういうことが前回、これは早い回数

のうちですが、まだ行われてないまま、その規

模と機能と予算についての審議が集中してしま

い、それからといいますのは、ずっと集中型が

何平米だ、分散型ならば何平米だと、それだっ

たらどのくらいの費用がかかるんだと、その議

論だけでずっと展開してまいったことから、パ

ブリックコメントを出すためにはどうしても文

書をある程度出して、きちんとした形で市民の

皆さんにお見せして、その後に市民検討委員

会、これは基本的に市民検討委員会の皆さんが

つくられとるやつなもんですから、そこにちゃ

んとお諮りして、皆様方からいただいた意見は

こうなりましたという説明をした上で、基本構

想として完成するということになりますので、

その手順を考えますと、今、――今といいます

か、もう遅いぐらいなんですが、やっておかな

いと、最終的に、平成３２年を目標にしており

ますが、それに間に合わない可能性が非常に高

いということでございます。 

 何よりも、そもそも私たちがこの事業を始め

ますときには、合併特例債という話もございま

した。財源ですね。ですが、それはあくまでも

平成３２年まで今の本庁舎が機能していて、そ

こから、仮庁舎も建てずに新庁舎ができ上がっ

て、引っ越してその機能を引き継ぐというのが

前提でございました。 

 ところが今は、現庁舎は、本庁は閉庁いたし

ております。結局、そこで執務を執ること、市

民の皆さんを招き入れることが危険だという判

断で、今現在、廃墟じゃないですけども、もう

誰もいない状態です。 

 ていうところで、まずもってこの考え方自体

が、我々の中でももっと急ぐべきなんだという

ところでございますので、ここはきちっと１個

ずつ片づけていきたいと考えました。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） よくよく考えてほしい

と思うんですよ。谷脇課長かな。今までの議論

というのは、そういう議論の方向で執行部がそ
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ういう方向性を見出してきたんじゃないの。な

ぜかといいますと、規模と面積とたい、それと

はけて本庁と集約と分散というのが、それは執

行部がはっきり言ってから提案し、我々は、特

別委員会としては、それをやっぱ、スピードの

中で、早く市民の負託に応えるように新庁舎を

つくろうということで、その中で合併特例債と

か基金とか、そういう問題を問うて、ずっと審

議したんじゃないですか。 

 私から言わせれば、今さらの中での、この文

章を確認もせぬでおって、はい、いいですよっ

て。私みたいな頭の悪いやつは特に勉強させて

確認をさせていただきたい。一字一字の活字と

いうのを大事にしていくというのが、パブリッ

クコメントを出す中では大事じゃないですか。

この中でも、庁舎の分散化による利便性や業務

の効率の低下って、先ほど言われてましたけど

も、これずっと見てくださいよ。庁内の課が分

散することによりって。で、ずっと下段の２行

ぐらいも含めてですよ。じゃあ、はっきり言っ

てから、分散をという中で、分散をしない方向

という話の中でですね、捉えるのがいっぱいあ

るじゃないですか。 

 だから、活字についても、私達は頭が悪いけ

んでから、この関係資料についてはもう少し目

を通させていただきたい。その中で、委員長、

よかればそういう時間をいただければなと思い

ます。確認を、やはり過去を忘れて現実を思う

という言葉があります。過去を忘れとるかもし

れないしですね。 

 だから、谷脇課長が言うともわからないとい

うことはないんですよ。だけども、最終的に

は、規模、面積、規模ですよ。そして、スピー

ディーに早くつくる。そしてから予算等々が一

番の問題じゃないですか。あとは全部、構想っ

ていうのはそれからだんだん、どんどん出てく

るんじゃないですか。今さらこういうのを出さ

んでください。何か不愉快。 

○委員（古嶋津義君） 私はですね、もう既

に、今回の熊本大地震で、やっぱり現庁舎の課

題、あるいは新庁舎の必要性というのは、もう

既に、４月１８日に崩壊の危険があるちゅうこ

とで閉鎖をされていますので、新庁舎を建てな

ければいけないという必要性については皆さん

認識があるだろうというふうに思います。合併

特例債のこともあるし、震災の特別交付金のこ

とも少しありますけれども、庁舎の基本構想ま

でいかんとですね、前に進まぬと思います。そ

の中で、分散とかですね、集中型とかは議論し

ていいんじゃないかなというふうに思っており

ます。 

○委員長（前垣信三君） 済みません、委員長

から谷脇課長にお尋ねをいたします。 

 今、この現庁舎の課題の中で、指摘がありま

した３番の中で、例えば、庁舎の分散化による

利便性や業務効率の低下ですとか、立地を生か

したまちづくりの拠点機能が不足しているとい

うのが現庁舎の課題という捉え方でよろしいん

ですか。（｢そもそも」と呼ぶ者あり） 

 はい、谷脇課長。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） はい。今、

おっしゃられたとおり、一応こちらは皆様とい

いますか、検討委員会の皆様方からの御意見の

集約でございまして、そういうふうに感じてら

っしゃると。ですから、それじゃないんだと、

分散型で便利だとおっしゃられるんであれば、

そういう訂正になるかとは思います。 

○委員長（前垣信三君） もう一遍確認しま

す。それは、この特別委員会が指摘した内容で

変えるということですか。それとも、今おっし

ゃったのは、ほかの委員会での資料ではないで

すか。そのあたりの確認をします。変えてもい

いんですよとおっしゃった、その中身を。 

 はい、谷脇課長。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） はい。市民

検討委員会から出た意見っていうのを集約しま
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したのがこの基本構想の案、表紙は今回ござい

ませんが、たたき台って書いてあったかと思い

ます。 

 それをもとに、こちらの特別委員会のほう

で、またそれをたたいていただいていると。そ

こで文言が変わりましたっていうことであれ

ば、それはそのままこちらは報告するだけでご

ざいます。で、それでいいのかという御意見に

対しては、場合によっちゃ、済みません、こち

らのほうじゃお答えしかねますじゃないですけ

ども、ちょっと違うんですけどねということに

なるかもしれませんが、委員会としてそうなん

だとおっしゃられれば、それも一つの答えだと

考えております。 

○委員（成松由紀夫君） 要するにですよ、こ

れは市民検討委員会の資料で、これを市民検討

会の皆さん方はこう考えてますと。で、先ほど

言うたのもですね、そこがどうしても分散型の

議員さん方からするとひっかかるということで

あれば、これを訂正するなりなんなりというの

をされて、次の土俵に上がらんといかんでしょ

うっていう話で。 

 集中型のですね、我々からすれば、この市民

検討委員会の御指摘と同じ意見なんで、集中型

を主張してるんです。しかし、それを、今のこ

の基本構想の前の段階で、これを集中だ、分散

だっていう話は次のステージでも話ができるし

ょうということなので、ここはあくまで市民検

討委員会の皆さん方の意見の中で、庁舎特別委

員会の中ではこういう御意見がありましたよっ

ていうだけの話でしょう、今、言いよんなっと

が。 

 だけん、そこをしっかり皆さん方の意見を反

映させた中で次の基本構想に上がらないと、と

にかく先ほど言われたように、大前提が違って

きてるわけだからですね、４月１８日以前と以

後とは。だから、そこをスピード感持ってやっ

ていただく中で、これは検討委員会としては、

市民検討委員会の皆さん方のこの意見に対し

て、庁舎建設特別委員会からはこういう御意見

がありましたよで、次にもう行くべきだと思い

ますけどね。 

○委員（山本幸廣君） 反論じゃないんですけ

ども、私から言わせれば、パブリックコメント

の日にちば決めさえすりゃいいんじゃないか

な。そんな意見なり、そういう執行部の考えな

らば。何月の何日にパブリックコメントを開催

したいと。なれば、それに合わせていいんじゃ

ないですか、こちらが。逆転の発想で考えてな

さいよ。 

 これをですね、今、出されてよ、谷脇君、出

されてよ、これはもうはっきり言ってから、じ

ゃあ私たちがこれ確認で、きょう確認しました

よということで、訂正もできるという、そうい

う訂正をできるという保証というのはあります

か。聞かないかんとじゃなか、またあなた方は

検討委員会に。あんた方がここで確認してか

ら、いや、それは責任持ちますよと言えば、訂

正の責任持ちますって言えばたい、そこは委員

長、進めてください。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） はい。訂正

がきく、きかないじゃなくて、市民検討委員会

ではこうでした、ところが特別委員会ではこう

なりました、そういうのを表記してから出すだ

けです。 

○委員（山本幸廣君） 大事なことで、出すだ

けよって今の言葉でいいのね。失礼じゃない、

特別委員会に対する、あなたは。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） 出すだけで

すっていうのは、済みません、（委員山本幸廣

君｢無責任じゃないの」と呼ぶ）言葉が足りな

かったようですが、要は市民検討委員会ではこ

ういう御意見でございました。が、しかし、特

別委員会ではこういうふうな訂正が入っており

ますというところでパブリックコメントに出し

て、市民の皆様からの反応を見ると。それを受
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けて、市民検討委員会にもう一遍それを相談し

て、いや、やっぱそれは市民検討委員会の意見

がいいよとなれば、また、それに打ち変えてこ

ちらの特別委員会に提出すると、そういう流れ

が書いてあるのが、その１枚物のペーパーでご

ざいます。 

○委員長（前垣信三君） ちょっと確認をしま

す。今、市民検討委員会と特別委員会の話が出

ておりますけれども、これで、特別委員会で何

がしかの、今、皆さん方の御意見を反映した内

容になって、市民検討委員会でまた検討される

と。というと、もうワンクッション時間がこれ

かかってきますよね。 

 ですから、きょう配ってどうのこうのという

課題があれば、皆さん方にお諮りをして、次回

でもと思うんですが、なるべく早い時期に、

私、委員長としては進めたいと思いますので、

ある程度、――私は正直言いましてね、３番の

新庁舎建設の方針ですとか、理念、方向性と

か、このあたりが、今、一番問題になっておる

ところであると思いますので、あえて委員会と

しては、この１番、２番ぐらいまでの皆さん方

の認識をいただけると、３番が堂々と審議がで

きるのかなと思いますが、そのあたりはいかが

なものでしょうか。 

 特に、この回数１、２と書いてある部分です

ね。（｢回数ですか」と呼ぶ者あり）今、私達

が検討しとるのが、新庁舎の方針ですとか、理

念とか、このあたりが前回までの話であります

ので、まず、この１番、２番あたりのクリアを

してないと、本来なら先に行っても道筋として

はいかぬわけでしょうから。皆さん方が、この

回数の１番と２番、新庁舎の必要性までは、大

なり小なりこういう方向で進めましたよという

ことでないと３番に入れないということなんで

すか。それでよろしいんですか、課長。 

○委員（古嶋津義君） 私が手を挙げてよかで

すか。 

○委員長（前垣信三君） どうぞ。はい、古嶋

委員。（｢執行部の答弁があるよ」と呼ぶ者あ

り）執行部、答弁がありますか。はい、どう

ぞ、谷脇課長。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） はい。大き

な３番ですね。 

○委員長（前垣信三君） いやいや、大きな３

番じゃなくて、進め方としてたい。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） ３番に入れ

ないと言いますのは――。 

○委員長（前垣信三君） いやいや。（｢わか

らぬもんね。回数がどうかこうかって言いなら

んと、委員長わかりにくかです」と呼ぶ者あ

り）わかりました。 

 この１枚物でいく、回数３って書いてある部

分です。このあたりで、今、私達が、現在まで

やっていた部分は、多分、このあたりの審議を

しとったかなと思うんですね。ですから、それ

はいいんですが、なんせ執行部が言うのは、こ

の１番、２番が終わっとらぬと先に進めにくい

という話でしょうから、１番、２番がこのとお

りでいいかどうかの確認なんでしょう。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） はい、済み

ません。１番、２番がこの内容でよろしいかと

いうことの確認でもありますし、今まで意見出

ましたように、違うんだとおっしゃるんであれ

ば、その違うところを明らかにしていただい

て、その内容でこちらのほうが承るということ

になります。 

○委員（古嶋津義君） 先ほども申し上げまし

たように、私はこの特別委員の皆さんそれぞ

れ、私は新庁舎の建設の必要性は認めてらっし

ゃるのだろうというふうに思っております。た

だ、いろんな意見を聞けば、時間だけが過ぎて

ですね、悪意に受け取れば、この庁舎建設せぬ

ちゃよかっじゃなかっかいというごたふうに私

の耳には聞こえてまいります。 

 それで、やっぱり先に進まぬことにはです



 

－9－

ね、進みませぬよ。この震災の状況の中で、野

党とか与党じゃなくてですね、これはもう本当

に市民のために、早急に、スピード感を持っ

て、先ほど委員長が言われますように、進めぬ

とだめな事案ですよ。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） 反論になります、はっ

きり言ってから。 

 今、言われたのは、私達は同じ考えなんです

よ、古嶋委員と。いかにも我々が反対しとるよ

うな意見が出ましたけどもですね、私達は賛成

なんですよ。ただ、分散するかしないかの問題

であって、提案型はずっとあってから、提案を

してるじゃないですか、特別委員会で。それが

先じゃないですか。こんなんとはもう、認識を

みんな共有しとるわけでしょう。だけども、確

認事項という中で、市民検討委員会からこうい

うのをって、この検討委員会で出された。これ

でよろしいですかって、確認は何月何日って、

こういうことをやられるから、何か不愉快に思

うわけですよ。その議論をしよるだけのことで

すよ。何で執行部はこういうのを今出すんです

か。早くするなら、はよ出せばよかったんじゃ

ないですか。早く確認できたんじゃないです

か。 

 同時に、このような状況であることはわかる

わけであるわけでありますけれども、平成３２

年までにつくらないかぬて、これはみんな、全

議員はですよ、議会でそれだけのことは発言す

るっちゅうですね、確認しとるじゃないです

か。７８億から１３４億になって、１１２億に

なってから、案がずっと変わってくるでしょ

う。それが先じゃない、それが一番に検討すれ

ばいいんじゃないですか、その方向性っていう

のは。基本構想だって、すぐ実施だってできる

んじゃないですか。それが共通認識の共通合意

ですたい。あとは中身については何もないです

よ。 

○委員（橋本幸一君） 今、山本委員が言われ

たのは、私たちの思いと全く一緒って思うんで

すね。分散、集中かっていうことで言えば、延

べ床面積っていうのは余り変わらぬとですよ

ね。その部分が、今、この構想の中に盛り込ま

れるわけですから。あとは、基本設計の中で議

論すればいいわけですから。 

 今、山本委員のことは、先ほど委員長が言わ

れたのと相反するわけじゃなかっですよね。同

じ意見と思いますよ。だから、委員長の思いど

おり、私は進めていただいて結構かと思いま

す。 

○委員（亀田英雄君） もう新庁舎はどうして

ん使われぬとだけん、つくらばんでしょう。話

はですたい。だけん、今さら現庁舎の課題と必

要性ば論議する場面ちゅうとがちょっと。こっ

ば何か書類で出さんばあかんちゅう話ですか。 

○委員長（前垣信三君） 小会します。 

（午後２時０５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時１６分 本会） 

○委員長（前垣信三君） 本会に戻します。 

 ただいま委員さんたちからいろんな意見が出

ておりまして、７ページの一部について異論が

ありました。で、こういった意見もあるよとい

う併記をしながら、ここの審議が進んだという

皆さん方の認識をいただければ、これが決定事

項ではありませんので、審議を進める上で、そ

ういう進め方をしたいと思いますが、それでよ

ろしいでしょうか。御意見があれば。 

 よろしいですか。 

○委員（野﨑伸也君） もう一回聞きたいんで

すけど、確認したいんですが、これを、７ペー

ジの一部のところが話がおかしいっていうふう

な話をしたんですけど、それを逆手にとって、

――このまま残してですよ、残して、逆手にと

って、執行部は、今後、認めたんじゃないです

かって、議会はっていうふうに言わないんです
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ね。それを確認したいっていう話です。だけ

ん、うんって言わすと、それでもう進めてよか

ですよ。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） はい。ここ

はあくまでも現庁舎の課題の部分でございまし

て、現在、課題としまして、庁舎の分散化によ

る利便性や業務効率が低下しているという市民

検討委員会の御意見でございました。それに対

して、違う御意見がこの特別委員会から出まし

た。要は、今の状態が、分散した状態が便利で

あり、利便性に、業務の効率の低下を招いてい

ないという御意見もありましたということを併

記して、両方並べて書いて、それをパブリック

コメントとか市民検討委員会のほうに報告する

という手順になるかと思います。 

 この部分で、だから集中型って言ったでしょ

うっていうような話にはなりませんので。 

○委員（野﨑伸也君） はい。最後のところは

ですね、ありがたかったなと思うんですが、併

記するっていうようなことば言いなったですけ

ど、分散型がね、利便性が低下してないとかっ

ていう話はね、してないと思うんで、そこの併

記の仕方については、表記の仕方についてはも

う少し、後から確認してください、委員長。 

○委員長（前垣信三君） はい。委員長から確

認をします。谷脇課長のほうで文章をまとめら

れるときに、一応、私のほうに内容を見せてく

ださい。今、谷脇課長が発言された内容のその

とおりだと、やや問題があるかなと思いますの

で、もしまとめられるときには確認をさせてく

ださい。よろしいですか。 

 はい、谷脇課長。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） はい。 

○委員長（前垣信三君） それではお諮りをい

たします。 

 基本的には、この開催予定（案）に従って委

員会を進行していきたいと思いますので、回数

１の現庁舎の課題について、もしこれでよろし

ければ、今の内容で、付記はするということで

すから、これでよろしければ、この１は本日審

議をしたということにさせていただきたいと思

いますが、よろしいでしょうか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前垣信三君） それで、２番の新庁

舎の必要性については、当然、今、地震によっ

て使えない状態でありますから、当然、新庁舎

の必要性はあると思いますが、過去の経緯から

して、その経緯をたどった中で、新庁舎建設の

必要性があるということについては皆さん同様

の認識を持っておいでと思います。ですから、

この２番あたりまでは、きょうの時点で皆さん

方の確認がいただければと思いますが、いかが

なものでしょうか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前垣信三君） よろしいですか。 

 それでは、執行部に対しては、この回数１、

回数２については、本日の来るべき時間という

ことで記載をされて結構だと思います。 

 それでは、３番の新庁舎建設の考え方（１）

の新庁舎建設の方針、（２）上位・関連計画の

整理、（３）新庁舎建設の理念と方向性。皆さ

ん方のお手元に３番の資料が届いておると思い

ますが、このあたりについて御意見がございま

すか。 

 これ以前にも出ておる資料なんです。ただ、

執行部としては、これをちゃんと段取りを踏ん

で、経過を踏んだ上で審議をして、その記録を

残したいという提案だったもんですから、この

委員会にかかりました。ですから、以降はこれ

に従って、皆さん方の審議をする。その中で、

新庁舎の方針なり、分散、集中型なりの話が出

てくると思います。 

 ただ、今、お配りをして、以前お配りをして

あるから云々という話にもなりますが、できれ

ば、一遍持ち帰りをいただいて、３以降につい

て、３、４ですね、については、これをよく皆
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さん方熟読をしていただいた上で、次回の審査

に入りたいと思いますが、いかがなものでしょ

うか。 

○委員（古嶋津義君） 新庁舎建設の考え方、

３番の１０ページですか、可能な限り仮設庁舎

をつくらないでということで書いてありますけ

れども、これはもう既に地震でですね、もう閉

鎖になっとりますので、これはどがんもしよん

なか、きょう出た話ですんで、これはもう削っ

てよかっじゃなかですか。（｢削られぬけん」

「そう、削られぬて言わした」と呼ぶ者あり）

あって、もううっかえとる。（｢だけん、さっ

きもそぎゃん言うたですばってん」「それば盾

にとってくるわけ」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前垣信三君） 今、古嶋委員さんか

らの……。（｢ああ、こら市民の意見か」「市

民検討委員会のたい」「地震前の資料たい」と

呼ぶ者あり） 

○委員（成松由紀夫君） 要するに、この資料

自体はもう何回も見とっとですよね。皆さん、

多分、見とんなっとですよ。で、持ち帰りっち

ゅうか、もう４まで了承してですね、要する

に、ちょっとさっきみたいに、これは違うよと

か、この部分はもう今のごて、プレハブが出て

くるよとかっていうところは、もう、その場面

場面の話で、もう４まではですよ、うちの特別

委員会としてはもう終わっとって、次の５から

また入るような話でいいんじゃないですかね。 

 結局、帰ってから、また熟読して云々ってい

うよりも、そがんなると、これがどうだああだ

っていうことで時間かけるよりも、もう基本構

想のまとめの案っちゅうとば特別委員会で何か

出さなんとでしょう。そんときに一気に全部、

これは違う、これはああだっていう言葉でまと

めに入ったらいいんじゃないですかね。そのほ

うがスピーディーじゃないですか。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） 確かに、実

際、６月議会に出したいということで、当初、

私たちはいたしたいと申しますのは基本設計、

実施設計でございますが、というとこでおりま

したので、あのスケジュール自体はもう、実は

昨年度末にはおおむねああいうプログラムを組

んで、こうじゃなきゃ間に合わないんですとい

う説明をさせていただいたと思います。 

 今おっしゃられたみたいに、ずっとしていた

だいて、この部分、この部分って、今、２個出

ましたですね。１つは課題の中出てきた分散が

不便だというところの文言の部分、で、今の、

実際プレハブをつくらなしょんなかっだろうも

んというところが出た部分です。この２カ所が

今出てますんで、そんな感じで、じゃあ、３に

ついては、３の考え方１についてはこの部分で

ちょっと意見があったと。その意見を、だけ

ん、こちらのほうにわかりやすくといいます

か、誤解がないように伝えていただければ、そ

こをもって出し方はできるかと思います、次回

ですね。 

 以上です。 

○委員（成松由紀夫君） そういうことなん

で、次の基本構想のまとめのところで、皆さん

思うところを話して、削除がでけぬにしても指

摘はできるわけだろうし。両論併記できるとこ

ろは両論併記してということで、もうパブコメ

に移るようなことを進めていったほうが。で、

また次のところで、さっきから委員長の認識に

も、見解でも話されたように、次の土俵のとこ

ろで、また微々細々、話し、議論していったら

いいんじゃないですかね。 

○委員長（前垣信三君） 執行部、谷脇課長。

今、成松委員等から話がありましたが、もう、

この３番、４番については審議が終わったとい

う話ではなくて、最後の５番の中で、基本構想

のまとめの中で審議をしても構いませんか。３

番が終わらないと４番に行けないとかいう話の

ような気がしましたが、それじゃなくてもいい

んですか。 
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○新庁舎建設課長（谷脇信博君） はい。１番

が終わらなければ２番にいけないとか、確かに

そういう言い方しましたが、とにかく、この項

目それぞれについて、ここは終わった、ここは

終わってないをある程度明らかにできれば、一

番最後まで行ってもらった上で、こことここと

ここが残ったよというふうにしていただいて、

その部分について、さっき委員長おっしゃられ

たみたいに、パブリックコメント出すときには

１回見せてくださいでしたので、こういう表現

で出しますがというところでお返しできればと

思います。 

○委員長（前垣信三君） 今の執行部の意見を

聞かれて、御意見がございますが。（｢なし」

「何か意味わからぬ」と呼ぶ者あり） 

○委員（亀田英雄君） 意味がちょっとわから

ないので、委員長なりの理解でもう一回説明願

えればと思います。 

○委員長（前垣信三君） はい。成松委員のほ

うから発言がありました。要は、３番、４番に

ついては、５番の基本構想のまとめということ

で、それぞれを審議していったらどうかと。例

えば、３番の１番から３番までは終わらぬと次

に行けぬとかいう話ではなくてですね、まとめ

ということで、この３番、４番は審議をしてい

ったらどうかという、多分、谷脇君の執行部も

含めてそういう意見かなと思います。 

 私の意見は差し控えますけれども、そういう

発言じゃないかと思います。 

○委員（成松由紀夫君） 基本、今、委員長が

言われたとおりなんですが、いうたら、そんと

きに、例えば１、２の中でも、帰って一旦持ち

帰る話も出てるんで、見てからここは違うよっ

て、さっきの７ページが出てきたように。よく

よく読んだら我々の意見としてはこうなんだっ

ていうのがあれば、この５のときに、全部持ち

寄って、そのときにここはこうです、どうです

かっていう話を一発でしてしまったらどうです

かっていう話ですね。わかりやすい。３、４で

もいいし、１、２でもいいし。 

○委員長（前垣信三君） 済みません、委員長

として申し上げます。 

 結果、今までやっとること自体が、基本構想

のまとめの審議を今までしてたかなと思ってま

した。ところが執行部のほうから、この回数の

順番で、従った順番で審議がなされぬと云々と

いう話があったから、この場の話が出てきたん

です。 

 おっしゃるとおり、機能、規模とか、３番、

４番に関すること自体は過去にも何遍もお話を

してますから、要は、それが最終的には基本構

想のまとめと思うんですね。ですから、そのあ

たりも含めて、執行部のほうからあえて、この

１番が終わらんといかん、２番が終わらんとい

かんという話をするもんですから、きょうの話

になったと。 

 で、幸いにも皆さん方が１番と２番はいいよ

とおっしゃったもんですから、後はこの考え方

の１、２について、これからるる議論いただい

て、それが最終的には基本構想案のまとめにな

ろうかと思いますので、そのあたりを御理解い

ただければと思います。それで、よろしいです

か。なるべく、済みません、早く審議をしたい

と。市民が新庁舎を待ち望んでおりますので、

どういう形にしろ、この委員会は審議をなるべ

く早く重ねたいと思いますので、御理解をいた

だきたいと思います。 

○委員（山本幸廣君） 今、委員長が言われた

ような方向性で進めていただきたいと思います

が、私達の認識というのが、谷脇君、認識が

ね、１から２、１がはっきり言って、確認が済

まなければ前に進まないよと、２が確認せなき

ゃすまないよというふうな、そういう認識を持

ったからこそ、それにはちょっと待ったよとい

うのが、やっぱし過去を忘れて現実思うって、

過去はやっぱ思い出して現実を思うという言葉
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があるようにたい、やっぱ、ああ、なるほど、

検討委員会のとは立派だったよと。いや、これ

はもう、今、時期的にも少し長くなったけんで

から、ここらあたりもどうだかなと、特別委員

会で、委員としてはですね。そういうのがやっ

ぱし、課題をやっぱし新しく生まれるもの、や

っぱそれは検討委員会がしっかりつくられたけ

んでから、それに賛同するものと、それは一人

でおるんじゃないですか。 

 そういう中で、最初から１を、現庁舎の課題

を、まずここに確認せんとしゃが前に進まない

ということの、そういう説明だったからこそ、

じゃあ、ちょっと待ってくださいということ

で。今、成松委員が言ったように、次の基本構

想で、もう全体的に１、２、３、４、全部よか

ですよといえば、それでいいんじゃないです

か。何もないですよ、異論ありませんよ。は

い。これは検討委員会の参考資料としてさせて

提出をしたということで、谷脇君が言えばよか

ことですたい。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） 私たち執行

部側としましては、ずっと、議論、――３回目

以降の議論といいますのが、ずっと本庁、分庁

から始まりまして、本庁式でまとまったら集

中、分散でということで、どうしても基本構想

の中身、例えば、特にこれから３番ですね。

今、お手元にあるかと思いますが、３番の１の

建設の考え方、方針どうするのかという内容

を、市民にやさしい庁舎、その言葉でいいんで

すね、――その言葉といいますか、そういうス

タイルでいいんですね、上位計画はこれでいい

んですねというのを全く確認ができないままに

本日に至っているのが現状でございましたの

で、とにかく、特別委員会の皆さんには、一

応、うん、そこは全部確認したよと。その上

で、これとこれとこれが残ったったい、議論と

して残ったのよということがはっきりわかれ

ば、それはそれでベストだと思っております。 

 その上で、次回、それぞれの御意見を言って

いただいて、この文章はこう訂正しろよとおっ

しゃれば、そこの部分をそういう意見がありま

したということで、市民に向けて発信するとい

うのが我々の使命ですので、そういうふうに整

理していただければ助かります。 

○委員長（前垣信三君） 今の谷脇課長の話

で、皆さん方御理解がいただければ、次回以降

はこの３、４、考え方の１について審議を進め

ていきたいと思います。それでよろしいでしょ

うか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前垣信三君） 最低限、執行部の提

案でもありますので、回数の１と２について

は、本日で終わったということで御理解をいた

だきたいと思います。よろしいですか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前垣信三君） ほかにございません

か。 

○委員（古嶋津義君） 先ほど、スピード感っ

ていうお話がありましたが、もう既にこの特別

委員会の委員の皆さんの認識ちゅうのは、集中

型のするのか分散型にする、そこに財源という

のがありますでしょうけども、その辺のところ

が大体妥当だろうと私は思っております。それ

によって規模も違います。その辺のところの議

論に早く入らんと、なかなか進まぬというふう

に思います。 

 分散型を提案される方は、多分、財源のこと

を考えてから御提案なさっとんだろうと思いま

す。私どもは利便性ということで、集中型とい

うことで。その辺に意見の相違はあるとは思い

ますものの、その辺のところはなるだけスピー

ド感を持って進めていただければと思います。 

○委員長（前垣信三君） はい。皆さん方の意

見を踏まえた上で、今後の審議を進めてまいり

たいと思います。迅速な審議に御協力をお願い

いたしたいと思います。 
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（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前垣信三君） 本日の委員会はこの

程度にとどめたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○委員（古嶋津義君） 先ほど申し上げました

のは、きょう、この分散型の提案が出とります

ので、この辺まで審議すればなと私は思ってお

ります。 

○委員長（前垣信三君） 資料来てますけど、

先ほどの進め方としては、３番、４番の分につ

いて審議を進めていくわけですから、その中の

一つではあるとは思いますけれども、もういき

なり皆さんがここに行っていいとおっしゃれ

ば、その説明を。よろしいですか。（発言する

者あり） 

 それでは、新庁舎の方式についてを議題とい

たしますが、前回の本委員会において、委員か

らの案をもとにした本庁方式の分散型に関する

資料を執行部より作成いただき、提案いただき

ましたが、委員の考え方が十分に反映されてい

ないと委員から意見がありました。 

 そこで本日は、再度、委員からの考えに基づ

いた資料を執行部のほうに改めて作成いただき

ましたので、その資料をお手元に配付いたして

おります。よって、本資料について、執行部よ

り説明願います。 

 谷脇新庁舎建設課長。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） はい。それ

では、お手元にございます、右上に平成２８年

５月１６日提出と書いてあります、特別委員会

案Ⅲ（分散型）について御説明いたします。

（｢済みません、資料のなかっですよ」「これ

これ」「あったか」「済みません。ごめん、ご

めん」と呼ぶ者あり） 

 それでは、内容につきまして、本庁舎の規模

についての考え方。こちらはせんだって、委員

会の委員さんの中から出ました考え方につい

て、それを踏襲していないということで、今回

はその委員さん方の御意見に従い、そのままそ

の考え方でつくらせていただいております。 

 内容を読み上げます。 

 千丁支所に教育部、人権政策課、スポーツ振

興課、文化振興課、選挙管理委員会、監査委員

事務局の想定１０７人を分散。 

 次、鏡支所に農林水産部、農業委員会、用地

課の想定９１人を分散。 

 次、鏡保健センターの２階に水道局、下水道

総務課、下水道建設課の想定４４人を分散。 

 環境センターに環境課の想定１０人を分散。 

 また、議会棟は既存施設をそのまま１階は執

務室、２階は議会として活用する。 

 以上により、分散される職員数を２５２人と

想定し、本庁舎の想定職員数を５３７人、プラ

ス想定議会事務局員数１０人の計５４７人規模

で積算し、総合窓口機能、防災拠点機能、市民

の活動拠点機能などの付加機能２５０９平米を

加算し、議会棟の１階、２階の床面積を差し引

いた規模を新庁舎の面積とするという考え方で

つくらせてもらっております。 

 議会棟を、今回使うんだと、既存の施設を使

うということでしたもんですから、ここは執行

部のほうで、今の議会棟を使うにしても、最低

限の改修経費、約９億円がかかりますというこ

とでこの分を出させていただいております。 

 内容ですが、耐震改修に約２億５０００万、

設備改修、電気・空調・給排水でございます

が、そちらに３億７０００万、また、防水・撤

去・解体、この辺に約２億５０００万、エレベ

ータの設置に約３０００万円、合計約９億円と

いうことでございます。その数字につきまして

は、建設物価指数月報の２０１５年１２月号の

工事費割合を使っております。 

 また、議会棟は法的な安全性の問題から新庁

舎とはつなげず、別棟になることを想定といた

しております。 

 一応、こちらがせんだって委員の皆さん、一
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部の皆さんからおっしゃられた要望でございま

す。 

 それに伴います千丁支所、鏡支所、本庁舎の

想定でございますが、２０年後には人口が減る

ことから、分散された職員数２５２人程度が削

減され、本庁舎の集中型に移行することが想定

されると。そのため、千丁、鏡の支所の建てか

えは集中型と同じ規模・予算を想定。 

 もし、予定する職員数が削減されなかった場

合は、付加機能であります２５０９平米の部分

に職員を収容することを想定。 

 最後に、付加機能２５０９平米で職員を収容

できない場合は、基金を積み立て、本庁舎に不

足する執務室を増築することを想定。 

 以上、これらの想定のもとに出しましたのが

一番下の表、分散型の特別委員会案Ⅲでござい

ます。それによりますと、新庁舎の面積は１万

２４００平米。当然、中に入っております想定

職員数は５３７人。そして、庁舎の本体建設費

は７１億円。そのうちの合併特例債の返済額が

５４億８０００万、地方交付税算入が３８億３

６００万ということで、平成８０年度までの本

市の負担は２６億９６００万ということでござ

います。 

 そちらのほうをグラフにいたしましたのが、

次のページでございます。分散型（特別委員会

案Ⅲ）と書いてございますが、このような形に

なります。 

 基金の積み立てにつきましては、全てが想定

なものですから、どのくらいの規模かが想定で

きませんので、この表の中には基金の積み立て

金というのは入っておりません。 

 一番最後の紙が、今、最初に申しました面積

の考え方でございます。まずは、５４７人とい

う職員が張りつき、議員３２人が入り、その状

態での執務として必要な面積が１万２９８４平

米、右側の真ん中付近の青いところでございま

す。それに付加する機能としまして、防災拠点

機能でございましたり、総合窓口機能、そうい

うのを含めましてトータル２５０９平米。その

２つの合計が１万５４９３平米でございまし

て、それから、今現在あります議会棟の１階と

２階の床面積、３０９３平米を差し引きます

と、１万２４００平米ということで、その１万

２４００平米に工事単価５０万円を掛けたもの

が７１億円でございます。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（前垣信三君） ただいまの説明につ

きまして、御意見等ございますか。 

○委員（橋本隆一君） 削減できる案の中ので

すね、分散される職員総数を２５０人削減とい

うことなんですが、その２５０人という数の根

拠ちゅうのがちょっとわかればお願いしたいん

ですけれども。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） はい。済み

ません、執行部のほうでは一切その辺のところ

の検証ができませんもんですから、できればこ

の案を考えられた委員さんにその根拠を言われ

たほうがよろしいかと考えます。 

○委員（亀田英雄君） 根拠といいますか、あ

る施設を有効に利用しようということで考えて

みました。千丁支所にこれだけの部課を配置す

る、鏡支所に配置する、このような部局ならい

いんじゃないかなということで想定して、それ

に人間を当てはめていった数が２５２人という

ことです。 

 それが、人口が減ることで分散された職員が

削減されるということでもないんですが、全て

が削減されるということもないんですが、その

ときはまだ、２０年先のこっですけん、上手に

考えていけたらなということです。 

 だけん、２５０人削減しようという話じゃな

くて、鏡と千丁とか、鏡保健センター、環境セ

ンターを、使える部所を、まだあってここ２０

年使われっとですけん、そこば上手に利用した

ときに、入ってもらえればなという部を想定し
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た人数がこれだけ、積み上げた数がですね。根

拠といいますか、根拠はそれ、そこが根拠で

す。積み上げた数が２５０人と。 

 私たちが数えた数とはちょっと違うんです

が、その辺は執行部に数えていただきましたの

で、２５２になりました。執行部もそこは説明

して、積み上げた数ですので、ある程度責任ば

もって答えていただければ助かりますね。そう

言わないで。打ち合わせしたじゃない。そげん

冷たか言い方せぬでもたい、谷脇君。あんた、

そげん角の立つごた話ばっかせぬでもたい、お

ったいは、しよいて言うとだけんたい、何かで

けんたい、話の。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） はい。済み

ません、今、質問がありました件につきまして

でございますが――（委員亀田英雄君「質問じ

ゃなかっばい」と呼ぶ）はい、最初の質問で

す。２５２人の削減される根拠はということで

したので、今の、職員の定数関連のこととか、

今現在の状況からしますと、地方分権でどんど

ん、どんどん権限委譲が起きており、実際、合

併当初から２５０人削減したものの、結局、再

任用とか臨時職員がどんどん、どんどんふえて

いくことを考えますと、想定できないというこ

とで、２５２人の根拠はわからないと御説明い

たしました。 

○委員（亀田英雄君） それなら誰も答えられ

んじゃなかですか。それは出された委員に答え

くださいなんのっていう話はおかしかでしょ

う。そこで言うたっちゃ、しょんなか話だけ

ん。計算した考え方とすればそげんです。 

○委員（成松由紀夫君） 私も橋本さんと同じ

で、２５２人の２０年後、――今、亀田委員の

お話聞けば、希望的観測っていうか、希望的な

話だろうけども、実際は二百何人減らしてきた

中でも、再任用とかなんとかで、今、職員さん

たちが足らないような状況もあるときに、根拠

のある話をしていかんと、これはなかなか。 

 希望的な話でいくとですね、議会棟の部分だ

って、あそこはちょっと高か所にあって本庁舎

とつなげられぬてなれば、なかなか長か、つな

げる場所、接続箇所の問題も出てこようと思う

とですよね。スロープも含めてばってんが。 

 すと、総合窓口機能と防災機能の拠点という

話は、よく、るる出とった中で、まちづくり拠

点機能の２５０９平米は潰すっちゅうか、減ら

かすような計画ていうとは、ちょっと本末転倒

のような気がせぬでもなかっですけど、そこの

２５０９平米減らしなった理由なり事情なりと

いうとは、どぎゃん考えとんなっとですかね。 

 で、今、執行部にいろいろ言いなっですけ

ど、実際この案ちゅうとは、誰か、亀田さんも

さっき打ち合わせたって言いなるごつ、発案者

がおられると思うけんですね、この２５０９平

米の減らす部分の計画はどういったイメージで

出てきたのかな。そもそもの考えからすると、

私からすっと本末転倒かなという気がするもん

で。まちづくり拠点機能の部分ですね。 

○委員（亀田英雄君） 本末転倒っていう意味

がよくわからぬとですが、多分、使い方が間違

えとっと思います。 

 そりゃよかっですが、それは全然合わぬ話で

しょうが、減らすって言うとらぬとですよね。

２５２人分散していただければなと。既存の施

設を有効に活用するために、２５２人分散、広

げてもらえればなちゅう話です。減らすって言

うとらぬですもん。（委員成松由紀夫君「い

や、２５０９平米減っとる部分ですね」と呼

ぶ）２５０９――（委員成松由紀夫君「総合窓

口の――」と呼ぶ）私の発言中ですけん、ちょ

っと待ってください。これは、そのときにどう

しても施設をつくる、建設する金がなくて、そ

こでも考えたらいいんじゃないですかと。で、

どうしてもそこを残さなければいけないのであ

れば、基金を積み立て、対応されていただきた

いという提案です。 



 

－17－

○委員（古嶋津義君） 私はお答えは要りませ

んので、問題だけちょっと話させていただきま

す。 

 まず、鏡のここの保健センターの２階であり

ますが、本来は保健センターであります。これ

目的外使用になるのではないかなというふうに

思います。その辺のところは問題かなと思いま

す。 

 それから、先ほど出ました付加機能の２５０

９平米。これは、本来は防災の機能拠点あるい

はまちづくりの機能拠点ということであります

ので、ここはちょっと潰せぬとじゃないかなと

いうふうに私自身は思っております。 

 それから、議会棟でありますけれども、議会

棟があのまんま使うとなれば、これに９億て書

いてありますが、それくらいじゃ新しいのでき

はせぬとかなというとがございます。 

 それと、私どももちょっと朝倉市の庁舎のほ

うを調べさせていただきました。そしたらです

ね、課題としてやっぱり、ここに出とるように

事務所の分散、――今、ちょうど分散しており

ますので、市民からいろんな、混乱をしてると

か、いろんなことを言われますので、これもそ

の課題として書いてございます。事務所の分散

化により市民サービスや利便性の低下を招いて

います。職員の事務所間移動にかかる時間的損

失、あるいは各庁舎の維持管理経費等が負担と

なります。各部課間の連絡調整等での業務が非

効率的です。職員の事務における連携意識が希

薄になります。 

 こういうことを市民から問われたとき、市民

に対して誰が分散の利便性の説明をするのか、

この辺もちょっと問題ではないかなと。 

 以上でございます。お答えは要りませんの

で。 

○委員長（前垣信三君） はい。ほかに御意見

ございませんか。 

○委員（橋本幸一君） 私は、今、古嶋代表が

言われたように、ひとつのワンストップサービ

スって前から言っとったんですが、今回のこの

地震の中で、それが一番やっぱり市民の皆さん

から言われる。この辺について、本当は考えて

やらなければならない、そういう思いもしてお

ります。 

 で、やっぱり、分散っていうのは、その辺に

ついてどうしてもやっぱりデメリットがあると

いうことは否めないわけで、ある種ですね、や

っぱり今はしっかりした本庁舎を、防災機能を

やっぱりせせくるとか、そういうことは私はい

かがなものかなと思っております。これはも

う、私も答えは要りません。意見です。 

○委員長（前垣信三君） はい、ほかにござい

ませんか。 

○委員（成松由紀夫君） 質問かな。要する

に、今言われるように、この地震ば踏まえたと

きにですね、災害機能の拠点というところで、

例えば、本町かいわいとか、中心市街地の方々

がちょっと家屋が連檐しとって、逃げようと思

って総合体育館に行ったら広かホールに入れさ

せらっさんだったけん、ハーモニーに行って、

ハーモニーもなかなか厳しくてっていうところ

で、あっちこっち回られたような方がおっしゃ

っとった部分も、市役所のあそこのホールに逃

げられればっていう話も出とったっですよね。 

 辛うじて八代はライフラインが寸断されとら

ぬで、南阿蘇、益城の部分から比べると、多

少、辛うじてまだ何とかいいわけですが、実際

問題は、あの当時議論しよったときに、防災機

能の拠点の中で、ライフラインが寸断されて、

電気、ガス、水道、上下水道、そういったもの

も網羅するような施設がいいんじゃないんです

かっていうような話もしとったんですけども、

実際問題、きらびやかなですね、やつをつくる

話でもなか中で、やっぱりこの地震を踏まえれ

ばですね、どうしてもそういう、一般質問の中

でも県庁の第二県庁の話もしたと思うとですけ
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ども、１階が避難所になって、２階に災害対策

本部が置けるようになって、日赤も自衛隊とも

連携とれるというような、そういったこともで

すね、含めて、この未曽有の災害の体験をです

ね、生かした中で議論していくと、どうしても

分散型で、矢本委員なんかも集合してねて、小

さくつくってよかろうがっていう話もわからぬ

じゃなかっですよね。わからぬじゃなかけれど

も、この経験をした以上は、やっぱり最低限で

んきちんとした、ライフラインが寸断されても

対応できるような防災機能の拠点、それと復興

の拠点、まさに今、職員さん方が分散して一生

懸命やられておるわけですけども、そういうの

も対応できるような、やっぱり大は小を兼ねる

でですね、ぜひ考えていっていただきたいなと

いうふうに思います。意見です。よろしくお願

いします。 

○委員（山本幸廣君） 先ほども余震が出まし

たですね。震度２か３ぐらいだと思いますけど

も、今回、特別委員会の委員の皆さんっていう

のは、その校区ごとに第１避難場所、第２避難

場所、第３避難場所で大変市民の方々の行動な

り、そしてまた市民の方々の不安性と、そして

また行政の職員がどう対応したのか、議員とし

て、そしてまた自主防災機能の果たす役割と

か、そして広域消防の役割、どういう役割の中

で、どのような行動をなされたのかということ

は、もう私が言うまでもありません。皆さん方

がそれはその現場におられたと思います。 

 その中で、今、成松委員が言われた、私達は

反論じゃありませんけども、逆な考え方をです

ね、申し上げますと、分散をしとったこそです

ね、私はやっぱし避難場所の方々というのは物

すごく安全性があってですね。あのときに、一

つは津波警報が出ました。津波警報が出たとき

には、もう臨港線、あの周辺てはパニック状態

だったです、成松委員。御存じのようにな。 

 だから、役所の新庁舎はですね、そこに、き

らびやかなじゃありませんけども、そこに集中

してしまったらですね、大変なパニック状態に

なるというのは、ラインがですね、やはり水道

やガスや電気が来ないという状況になったとき

に、私はあの益城なり西原、そしてまた東区な

り西区のですね、熊本市のあの現状を見に行き

ましたけども、そりゃあ、今、八代市の今の現

状じゃありませんよ、ですね。 

 だからこそ、私は、やっぱし今回については

新庁舎の分散をして、分散って分散をして、そ

してですね、今の公共の建物というのは、先ほ

ど支所と出張所の機能というのをですね、十分

に果たす役割をしなければいけないと。それ

は、住民自治だって同じですよ。 

 はっきり言って、この地震でですね、がらっ

とですね、職員の考え方も変わってくるし、首

長の考え方も変わってくるし、我々の考え方も

変わってきたんですよ。なぜ変わったのかって

いうのは。それは市民の生命と財産を守るため

なんですよ。一極集中したらですね、そこでど

うなりますか。あるいは真っ暗闇で、人がです

ね、通らなかったからいいんですよ、よかった

んです。地震が本震、余震はですね、――本震

も。 

 私は今回経験しましたけど、物すごかったで

すね。避難所の方々の言われることとは。高田

公民館、金剛公民館、日奈久からずっと体育

館、やっぱああいう公共建物というのがです

ね、その校区にあったこそですね、私はやはり

人命にかかわるいろんな問題も出てこなかった

し、そしてから、スムーズに職員の方々の移動

やかれこれがあったしですね、大変市民の方々

はですね、分散してもらってよかったと私は物

すごい言われたことがありました。 

 市役所が今なかっけんて、なかっか物すごく

ですね、不便ていうのは、私はやっぱしその地

域の市街地の方々ていうのは、それは自転車で

来られた方々は大変だと思います。千丁まで行
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かなきゃいけませんからですね。 

 だからこそ、きょうも午前中、市長や副市長

も言いましたように、やはり出張所のあり方と

いうのももう少し検討をしてくれんだろうか

と。だから、やっぱ専決でですね、今回の予算

計上専決されると思いますけどですね、やっぱ

し私たち、市民の方々というのは出張所が窓口

だけん、総合窓口のごとしてもらえば、もう何

も行かぬでよかったいて、本庁なんて。そうい

うやっぱ考え方をですね、これから切りかえて

いくためにもですね、こうやった分散型という

のもですね、皆さん方も少し考えてほしいなと

私は思います。 

 この分散型というのはですね、物すごく市民

の方々はですね、今回の熊本地震でですね、八

代市は物すごくですね、私は分散というのをで

すね、市民の方々は望まれたと、私はそう思い

ました。 

○委員（成松由紀夫君） 反論ではないんです

が、途中まで全く同じ考え方です。で、山本委

員がだから分散なんだよ。そこも、多分、リス

ク分散の話をされてるんだろうなと。リスク分

散なんだよね、だからリスク分散なんだよって

いうお話もわかるんですけど、分散しているこ

とによって、罹災証明であったり、復興してい

くに当たってですよ、その部分については、私

は、今、むしろ支障を来してるのが現状という

ふうに思ってるんですよ。 

 だから、今言われる総合出張所とかの窓口業

務とか、そういう公民館、出先機関の充実を言

われてるのは同感です。私もまさにそれは公民

館のそこもやっていくべきだと。ただ、それは

それでやりながら、庁舎の部分は庁舎の部分と

して集中型でやっていけば、やっておれば、も

っと復興が早いだろうし、また、この委員会も

よりスピード感を持って一日も早く、スピード

感上げてですね、その中で、集中型のものを一

つ、きちっとした災害対応型、防災機能の拠点

を有したやつをつくった上で、今、山本委員が

言われた出張所の窓口の拡充であったり、耐震

化であったり、高田公民館なんかも大分支障が

あったというような話も聞いてますので、そう

いう諸問題のある公民館のほうも、公民館は公

民館でしっかり対応をまた議会でしていけばい

いんじゃないかなというふうに思うので、途中

までは山本さんの意見と全く一緒なんですけ

ど、だから集中とだから分散が、そこで最後分

かれるのかなというふうに思うんですよね。 

○委員（山本幸廣君） 議論は、私たちははっ

きり言ってから分散、集中、予算、規模等々を

含めた中で、財政をどうですね、財政面をどう

考えていくのかというのも特別委員会でずっと

議論してきましたですね。それの延長でです

ね、なるだけなら早くという結論を出そうとい

うのが委員長も私たちも一緒なんです。それは

結論が、それがですね、規模と予算とこういう

一つの提案をずっと来た中、３案来ましたです

ね。３案を審議する中で、どこで我々委員が、

はっきり言って集中と分散の中で折り合いをつ

けていくのか。そして、市民のパブリックコメ

ントを含めてから、検討委員会を含めて、そう

いうのを集約した中で、一日も早く建てようと

いうことをですね、我々が認識を、まず共通認

識を持たんとしゃがないけないと思うんです

よ。集中だけん、分散だけんでからって割れよ

ったらどうにもできないじゃないですか。 

 だからこそ私はですね、今回の地震、――今

回、熊本地震の中で八代ではですね、集中する

ならば、必ず生活道路の、幹線道路の整備もせ

ないかぬとですよ、成松委員。（委員（成松由

紀夫君「そのとおり」と呼ぶ）ですね。（委員

（成松由紀夫君「です」と呼ぶ）建築ばかりじ

ゃないんですよ。なぜそういうのを提案しない

んですか、はっきり言ってですからですね。考

えないかぬのですかって、私は思うんですよ。

だから、臨港線ばかりじゃいけない。じゃあ、
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どうするかって、新しいバイパスを通そうと、

橋梁も含めて。（委員（成松由紀夫君「県道、

国道ですね」と呼ぶ）で、準国道あたりもつく

ろうと。本当ですよ。そういうのを考えていか

なければですね、それは集中、集中ってから市

街地ばかりにですね、投資してもですね、市民

の方々、物すごい不便性が出てきます。そうい

うのも含めてやりましょうよ。 

 今回、私は今のところ、分散型でいいとだけ

んでから、質問しとっとだけんが。 

○委員（橋本幸一君） 確かに、今、この機に

ですね、いろんなインフラ整備進めていくって

いうのは、これは大変重要な、発展的復興です

かね、そういう意味じゃ大変重要かと私は思っ

ています。 

 また、この庁舎問題についてはですね、私も

いろんな自治体、今回、被災を受けられた合志

市ですね、あそこもこれまで分庁方式が、今度

の庁舎では集中方式に変えられた。今度、地震

でまた分散に戻したかといったら、そうでもな

い。先ほど、うちの団長が言われた朝倉市。朝

倉もあれは２市２町だったかな、合併されて、

今度、庁舎建てられるわけですが、これは分散

方式だったと。分散方式。これを機に、やっぱ

り使い勝手が悪い、それで市民から不評、そし

て、リスクがかかる、コストがかかるというと

ころで、やっぱり議会からの分散方式も考慮に

ってあったらしいんですが、やっぱり、こうい

う市民、委員会の中で集中方式に決定されて進

められるっていう。 

 やはり、何て言いますか、その辺のほかの自

治体の例というのも参考にする必要あるんじゃ

ないかなという。今回、鏡に、千丁にやったと

き、コストがかかりすぎるっていう、年間コス

トがっていう。あのときは、千丁で５０００万

だったでしょう。今度、鏡が入ってくれば、さ

らにそれが膨らんでくると。そういうことを見

たときですね、本当にワンストップサービス

の、先ほど言ったんですけど、含めて、このコ

ストいいんかなっていう。私は感じます。 

○委員長（前垣信三君） はい、ほかに御意見

ございませんか。 

 今、本委員会には３案が提示されておりま

す。新しい案については、本日の執行部の説明

を聞きましたけれども、早急に結論の出る話で

はないと思いますので、今回お持ち帰りをいた

だいて、次回は、この３案について、それぞれ

の御意見を伺いたいと思います。（｢４案でし

ょ」「異議なし」と呼ぶ者あり）３案ですよ。

４案言うんですか。 

○委員（古嶋津義君） 委員長、最後に一言よ

ろしゅうございますか。 

○委員長（前垣信三君） はい、どうぞ。 

○委員（古嶋津義君） お許しをいただきまし

たので。 

 まずもって、本日御提案をされましたⅢ型に

ついて、大変知恵を絞っておつくりになっただ

ろうと思います。基本的には、支所の活用、あ

るいは財源の問題等があったんだろうというふ

うに私は私なりに考えております。 

 ただ、先ほど橋本委員から言われましたよう

に、私どももあちこち少し探してみまして、や

っぱりどうしても集中型がいいのかなという結

論は持っておりますものの、何はともあれ、早

急にですね、今の状況から何とか市民のために

ということでありますので、委員長におかれま

しては、集中してスピード感を持ってやってい

ただくようお願いをして、最後の至言としま

す。 

○委員（山本幸廣君） 今、反論じゃありませ

ん。地震が、余震が続いておりますが、私も坂

本にうちの身内がたくさんおります。泉もたく

さんおりますし、東陽にもたくさんおります。

この方々の、市民の方々の言われるには、余震

というのがそんなに感じなかったとですね、今

の状況で。だから、坂本さんに来んかなという
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ことで、大変、今、私はですね、言われておっ

てですね、近いうちに坂本のほうに行こうかな

という気持ちまでですね。移住じゃありません

けどもですね、泉からの方々も来なっせって。

泉は本当、今、安全ばいってですね。 

 東陽は、橋本元議長がおられますけんでか

ら、東陽はどういう市民の方々の感覚というの

は一番知っとられると思いますけども、やっ

ぱ、こういうものはですね、市内一円の中で、

そういう感覚的な考え方なり市民の方がおられ

ますので、どこで新しいまちができるかわかり

ません。 

 となれば、やっぱし分散っていう形をとらな

きゃいけないと思うんですよね。まあいろん

な、根拠はないことは言いませんけども、そう

いうふうにまちというのはやっぱし変わってい

くわけですよね。ですね。そこあたりについて

は、八代市から、熊本県から、今、熊本市が全

部県外の福岡とかでしょう、鹿児島とか。ほと

んど、今、――だからですね、転出届とかなん

かで、大変窓口は熊本市なんか物すごい忙しい

んですよ。所得証明がなからないかぬ、納付署

名がなからないかぬということで、転出の中で

ですよ。そういう一つの、はっきり言って、現

状が起きとるというのも認識しながら、この３

案について、自民党の皆さん方はどうか御理解

いただきたいと思います。 

○委員（村上光則君） 私も分散型をですね、

これまでも提案してきました。なぜかちゅう

と、今、古嶋委員が言われたように、財政がや

っぱしですね、大丈夫かなちゅうことが一番心

配でございまして、そういうことで分散型とい

うことで申し上げてきました。 

 自民党のほうからはですね、集中型でいかん

と防災拠点機能も薄れてくるというような話で

ありますが、私は逆に、今の庁舎にですね、建

てる予定でありますが、もしもですね、球磨川

が切れたときには、一番危ないのが庁舎じゃな

いだろうかと。旭中央通からかけて、庁舎にで

すね、かけて水が流れてくる、これが一番私は

心配をしております。そういうことで、やはり

分散をしとけば、それぞれに逃げ場があるとい

うふうに私は思うもんですから、分散型と。 

 それと、財源の問題ですね。余り借金をふや

さないで八代はいこうということで、分散型を

私は進めていきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（前垣信三君） 委員各位の熱心な御

発言をいただきました。次回に持ち越して、さ

らに審議を深めてまいりたいと思いますので、

よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 ほかに。 

○委員（成松由紀夫君） 最後に１点だけ。 

 急いで、急いでというのを余り言うとは、皆

さんそういう認識なんであれなんですが、現状

では、まだ激甚災害の云々だとか、そういう具

体的な確証がないんですよね。ない中でいけ

ば、やっぱり今の現状でいくと、合併特例債、

今、確実なものが合併特例債しかない現状であ

るということは、やっぱりスケジュールを少

し、委員長、副委員長で、多分、今後、開催ス

ケジュールも詰めていかれると思うんですが、

そこはなるべく現状も踏まえて組んでいただき

たいなというふうに要望しておきます。 

 以上です。 

○委員長（前垣信三君） はい、わかりまし

た。 

 ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前垣信三君） なければ、新庁舎の

方式ついてを終了いたします。 

 そのほかに何かございませんか。 

○委員（矢本善彦君） ちょっと執行部にお尋

ねします。地震の前かなんか、新庁舎問題かな

んか、経済界かなんかに説明しなったってちょ

っと電話がかかってきたばってん、何か説明し
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とんなっとですかね。谷脇さん、どやん。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） はい。地震

の前ですか。（委員矢本善彦君「うん、５月…

…、４月」と呼ぶ）その話はここでもいたしま

したけども。（委員矢本善彦君「どんな説明、

どやん」と呼ぶ）はい、ここで説明いたしたと

おりでございます。ちょっと今、その資料を持

ってきてませんので。（｢前回あったですね」

と呼ぶ者あり）はい。（｢商工会議所か何かで

すね」と呼ぶ者あり）商工、はい、そうです

ね。それとか……（委員矢本善彦君「いや、商

工会議所やなくて、火曜日会……。火曜会か、

何か」と呼ぶ）ああ。５月に入ってからです

ね。我々は――、（委員矢本善彦君「谷脇さん

がしたつ」と呼ぶ）いえ、災害対策本部がまだ

あったもんですから、私は行ってませんけれど

も、職員が一人行っております。（委員矢本善

彦君「で、誰がしとんの」と呼ぶ）建築士の辻

でございます。（委員矢本善彦君「じゃあ、辻

君、ちょっとどんな説明したか聞かせて」と呼

ぶ） 

○新庁舎建設課新庁舎建設係参事（辻 雅彦

君） 新庁舎建設課、辻です。よろしくお願い

します。 

 ５月１０日に火曜日会のほうから、以前から

説明の要望がございましたので、伺って御説明

いたしました。 

 説明の内容としましては、新庁舎の建設に関

する今までの経緯を御説明して、基本構想とい

うのはどういうものであるかということを御説

明しておるところでございます。 

 以上です。（委員矢本善彦君「わかりまし

た」、委員成松由紀夫君「どういう組織なんで

すかね。委員長、よろしいですか。どういう組

織か確認していいですか。火曜会っていうの

は。例えば経済団体なのか、何なのか」と呼

ぶ）。 

○委員長（前垣信三君） 辻参事、どういう組

織なのかわかりますか。 

 はい、谷脇課長。 

○新庁舎建設課長（谷脇信博君） 済みませ

ん、こちら、出前講座の一環として受けた仕事

でございまして、経済団体として来られたわけ

じゃなくて、そういう会合をするから、そこの

席で今の状況を教えてという依頼があって、そ

ちらで出向いたということになります。ですか

ら、どういう団体っていう特定はできません。

（｢ああ、市民の団体」と呼ぶ者あり）はい、

そうです。（委員矢本善彦君「いや、だからで

すね、よか話やったばってん、町内でも呼べば

来らすとだろうかって聞かれたもんだから、今

回、聞いたんですね」と呼ぶ）出前講座の項目

に入っておりますので、言っていただければ。

（委員矢本善彦君「よかですね。はい、そぎゃ

ん言うときます。はい、以上です。はい」と呼

ぶ） 

○委員長（前垣信三君） なければ、次回の委

員会開催日程について協議を行います。 

 小会といたします。 

（午後３時１１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時１３分 本会） 

○委員長（前垣信三君） 本会に戻します。 

 次回の委員会は、５月２４日火曜日１０時開

会といたしたいと思いますので、よろしくお願

いをいたします。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。 

 これをもちまして、新庁舎建設に関する特別

委員会を散会いたします。 

（午後３時１３分 散会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    平成２８年５月１６日 

新庁舎建設に関する特別委員会 



 

－23－

委 員 長 
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